
【資料２－３①】

令和４年度実績 令和５年度
随時実施 毎月開催（８月～） 毎月第３火曜日

市 市報掲載（８月号） 市報掲載（５月号）

社
協

広報掲載（４月号）

市 未実施 未実施

社
協

未実施 未実施

市
未実施
事業所等からの要望が
無い

社
協

未実施

市 随時実施 随時実施

社
協

随時実施▲ 随時実施▲

市 未実施 未実施

社
協

未実施 未実施

市 相談実績無し 相談実績無し

社
協

相談実績無し 相談実績無し

市
要否検討会の開催
※R4年度　４回（12
ケース）

社
協

要否検討会の開催
※R4年度　４回（12
ケース）

市

社
協

フォローアップ講座の
開催
（10/25・11/10）

養成講座の開催（7月～）
フォローアップ講座の開催
（年2回）

市 実績無し 実績無し

社
協

総合相談から１件 実績無し

市 実績無し 実績無し

社
協

実績無し 実績無し

市 未実施 未実施

社
協

未実施 未実施

市 未実施 未実施

社
協

未実施 未実施

市 未実施 未実施

社
協

未実施 未実施

市 未実施 未実施

社
協

未実施 未実施

後
見
人
支
援
機
能

⑨後見人等からの各種相
談に対応

（現状）社協は、新規ケースの対応は難しく、日自or法人後見の延長での
支援しかできない。（⑨の１件については、やむを得ず対応。）
（今後）困難ケース等も含めて、福祉相談事業を積極的に活用していく。

⑩後見人の定期報告の手
続き支援を実施

⑪専門職の雇い上げ等に
より相談や手続き支援

⑫後見人連絡会を開催

（現状）親族後見人等の実態が把握できない。（今後）親族後見人や市民
後見人のネットワーク形成の場として、情報交換会の検討・開催。
情報交換・勉強会・カフェのような感じで開催できないか。家裁に周知を
お願いできないか相談。

⑬本人の状態やチーム支
援等についての見守り

（現状）後見人等からの相談があれば対応している。
（今後）⑫ができてから検討。
対象者の把握や見守りの方法についての検討。※市長申立てケースから先
に。

⑭本人の状況変化等に応
じた家裁との連絡調整

（現状）実施していない。
（今後）⑫⑬の支援ができてから取り組む。
家庭裁判所へ協議会のオブザーバー参加を継続し、市の動向を把握しても
らう。連絡しやすい関係の構築。

利
用
促
進
機
能

⑦申立前に適切な後見人
候補者を家裁に推薦する
会議の開催

（現状）市長申立てケースについての受任調整は、随時対応できるよう庁
内メンバー・関係機関等で要否検討会を開催。
（今後）専門職を交えた受任調整会議を開催してみる。

⑧市民後見人の養成

（現状）養成講座修了生も法人後見支援員等で活動を始めている。
（今後）市民後見人第一号の誕生を目指す。
単独受任に向けての体制整備が必要。監督人の報酬助成についても検討必
要⇒要綱も見直す必要有。

相
談
機
能

④窓口での各種相談や申
立手続き支援（専門職の
紹介等）

（現状）随時実施している。困難ケースは、福祉相談事業につなぐ。
▲社協としては、日自or後見の最初の相談は対応できるが、施設や病院か
らの申立て支援についての相談対応はできない。
（今後）

⑤施設への出張相談の実
施

（現状）電話での問い合わせが多い。
（今後）依頼があれば対応。

⑥専門職による相談会の
開催

（現状）R4.４月～福祉相談事業で１コマ増やし成年後見に関する相談の
機会として確保。R4R5との実績なし。
（今後）R5年度以降、親族後見人等への申立て支援は、この枠を活用して
いく。

定例打ち合わせ

市：要否検討会（1回）
受任調整会議：
（7・10・1・3月実施予定）

中核機関の活動状況について（令和５年６月末現在）

機
能

機能の詳細
区
分

現状
内容・今後の動き

広
報
機
能

①パンフレット等による
制度や相談窓口の周知

（現状）市報、社協広報誌による相談窓口周知
（今後）パンフレットの作成
　　　　自立支援協議会の広報で周知

②地域住民向け説明会等
の開催

（現状）銀行からの紹介で窓口相談増加。銀行員は、制度の正しい理解が
できているか不明。講座の開催よりも銀行等との情報交換会を開催する必
要有。
（今後）現状把握に向けてアンケートの実施も検討必要。
出前講座の検討

③包括Cや施設職員等へ
の説明会等の開催

（現状）職員：国・県主催の研修に参加
窓口での対応力不足、差あり。
（今後）窓口で制度説明ができるパンフレット作成。

職員：国・県主催の研修に参
加


